
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年度事業報告 

 

 

 

 

 

 

 
 

2025 年 6 月 

  学校法人成城学園 



 

目 次 
 

１．学校法人の概要 …………………………  P.  3 

（１）法人の目的 

（２）設置する学校・学部・学科等 

（３）学校法人の沿革 

（４）役員等の概要 

（５）設置する学校の内容 

（６）成城学園組織機構図 

２．中期計画 「成城学園第２世紀プラン2030」   …  P.  9 

  （１）序 中期計画の策定にあたって 

  （２）求める学生・生徒像 

  （３）育成する人材 

３．事業の概要 ………………………………  P. 17 

  総括 

４．財務の概要 ………………………………  P. 20 
 

 
 

別冊：事業の概要 

第一部 Ⅰ．大学・大学院の部 

   第二部 Ⅱ．中学校高等学校の部 

         初等学校の部 

         幼稚園の部 

     Ⅲ．教育研究所の部 

         法人事務局の部 

令和６（２０２４）年度 事業報告 

2



1.学校法人の概要 

 

 

１．学校法人の概要 

（１）法人の目的 

成城学園の創立者である澤柳政太郎は、文部次官や東北帝国大学・京都帝国大学総長などを歴任し、

文部官僚として近代日本の教育制度の確立に大きく貢献しました。しかし、公立学校の教育に限界を感

じ、退官後「本当の教育」を目指して、大正6（1917）年に私立の小学校を作りました。これが成城学

園の始まりです。以来、一貫教育の実を挙げるべく順を追って総合学園へと発展し、創立から百余年

を経て今日に至ります。その間、澤柳の目指した「建学の精神」のもと、様々な分野で個性豊かな有為

の人材を数多く世に送り出し、社会の発展に貢献してまいりました。 

将来の見通しが難しい混沌とした時代にあって、教育の使命はますます大きいものとなっています。

成城学園は、幼稚園から大学・大学院までを擁する総合学園としてこの社会的使命に応えます。規模

を求めず、少人数ならではの教育を堅持し、質の高い教育を実践することで、一人ひとりがしっかり

とした自分を持ち、どのような時代、環境にあっても未来を切り拓いていける人材を育成します。 

 

成城学園建学の精神  

 

●成城学園の理想 

上述の文章は、大正15（1926）年、成城高等学校（旧制）の第一回入学式において澤柳政太郎が訓示

の初めに述べた言葉です。真・善・美の理想が実現する社会、それがすなわち学校だという高い志を表

しています。真理と道徳を重んじ、表裏なく気高く、しかも柔和な学生の育つ学校を目指しました。学

校を理想の小社会としてとらえた澤柳は、「ウソイツワリ」を強くしりぞけ、品格のある生活の実現を求

めました。 

●成城学園の教育 

澤柳政太郎は、人それぞれの備えている内在的な「天分」を伸ばし、個性の花を開かせることを教育の理

想としました。それを実現するために、成城小学校の設立に際しては「個性尊重の教育」「自然と親しむ教育」

「心情の教育」「科学的研究を基とする教育」の四つの綱領を掲げました。 

そして、児童・生徒・学生には自学自習・自治自律を学びの基本的姿勢として求め、また、教師は教

育者であり同時に研究者たるべしという考えのもと、実際に即した教授法の研究を推進しました。 

●成城学園の育む人間像 

澤柳政太郎は、正直、真面目という道徳を身につけ、個人の「天分」を熱心かつ旺盛に伸ばした結果、

知性・心情ゆたかで意志強固な「独立独行」の社会人になることを願いました。自分の信じる道を、自分で開

いて往く、この青年の「独立独行」こそ、次なる社会を開く力であると信じました。 

フェイアプレイの精神を持ち、美的生活を心がける「教養ある紳士淑女」になることと同時に、変わりゆ

く世界の中で「独創力」を持った奮起する人間となることをさらに期待しました。 

 

人生は真善美を理想とすると言われるが、学校は真理行われ道徳が通りまた美的の所でありたい。 
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3.事業の概要 

 

 

３．事業の概要 

 総括 

はじめに 

 2017 年に成城学園が創立 100 周年を迎えたことを機に、次の 100 年を歩むための道案内

として、成城学園理事会は第 1 次中期計画『成城学園第２世紀プラン』を策定し、2014 年

度から 2020 年度の 6 年間に、「第 2 世紀プラン」に掲げられていた各事業を、ほぼ計画通

りに実施した。「第 2 世紀プラン」で公表された「国際教育、理数系教育、情操・教養教育

の充実を図る」という学園の目標は、第 2 次中期計画の中核として引き継がれ、各校は上述

の三領域の教育のさらなる進化・深化を目指すことにした。ところが、コロナ禍という思わ

ぬ災厄が計画の遂行を中断させることになった。5 年を目途に実施を予定していた第２次中

期計画「成城学園第 2 世紀プラン 2021」はこの突発的な出来事によって、その期間を 3 年

に短縮することを余儀なくされ、また事業計画の多くは感染症対策を視野に入れたものに

変更せざるを得なくなり、学園が宣言した「質の高い教育の実践」をコロナ禍においても維

持し続ける努力の具現化が、第２次中期計画の骨子となった。「対面授業と同等の効果を発

揮する遠隔授業」の開発・研究が事業計画に織り込まれ、それから得られた遠隔授業に関す

る知見は、今後の学園の教育方法の柱の一つとして期待されるまでに蓄積された。変則的な

第 2 次中期計画の中にあって、学園が得た大きな成果であった。 

学園の教育のあり方に大きな影響を及ぼしたコロナ禍の収束を待っていたかのように、

令和６年度から第３次中期計画「成城学園第２世紀プラン 2030」（2024―2029 年度を実施

期間とする）が開始した。理事会は第 3 次中期計画のビジョンを「しなやかな知性・挑戦す

る意欲・共感する心をいっそう大切にする教育の進化・深化を目指す」としたが、これは学

園創立者である澤柳政太郎博士が提唱し、学園が伝統としてきた「個性尊重の教育」の目指

すところを現代的に表現したもので、その目指すところとは、個々人の資質に備わっている

に違いない、知的柔軟性と独創性を存分に顕現させ、且つ他者の個性を尊重し、他者との協

働を厭わぬ精神を涵養する教育の実践ということになろうか。第３次中期計画が終了する

2030 年には、しなやかな知性と挑戦する意欲と共感する心を持つ園児、児童、生徒、学生

が多数輩出していることを願うばかりだが、とまれ、目標に向けてスタートは切られ、その

最初の１年の歩み具合が「令和 6 年度事業報告」にまとめられた。 

 

事業の概要 

最初に事業報告書の体裁について触れておく。これまでの事業報告書と異なり、「事業の

概要」を「大学・大学院の部」を独立させて第一部とし、「中学校高等学校、初等学校、幼

稚園、及び教育研究所、法人事務局の部」をまとめて第二部とした1。「事業の概要」の前に

「学校法人の概要」と「中期計画」（令和 6 年度事業報告より、中期計画は「成城学園第２

世紀プラン 2030」に変更）が置かれている点に変わりはない。他に「財務の概要」を加え

た。「大学・大学院の部」を独立させたのは、事業計画の項目を第３期・第４期認証評価の

大学基準に合わせたために、事業報告の項目数が増え、その結果、かなりの大部になったの
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3.事業の概要 

 

が理由である。「大学・大学院の部」を第一部とし、「中学校高等学校、初等学校、幼稚園及

び教育研究所、法人事務局」を第二部としたことから（項目の違いからの処置である）、こ

れまでは教育活動、研究活動、社会連携活動等々、項目ごとに各校の事業報告を並列させて

記載してきたが、大学・大学院の項目数、種類が他校とは異なっているため、令和６年度の

事業報告からは、各校ごとに各項目の事業報告をまとめて記載した―例えば中学校高等学

校の部に、教育活動、研究活動、社会連携活動、教育環境整備の４項目にわたる事業報告が

記載されている。 

「事業の概要」であるが、第一部においては 9 項目2のそれぞれに、その項目に関する中

期計画の目標―中期計画の取り組み―事業計画―事業報告が記載されている。第二部の中

学校高等学校、初等学校、幼稚園等に関しても項目こそ異なるものの3、各項目に中期計画

の目標―中期計画の取り組み―事業計画―事業報告がこの順で記載されている点は同じで

ある4。まずは中期計画の目標と取り組みに眼を遣り、事業計画が取り組みの具体策として

妥当であることを確認しながら、その計画がどこまで達成されたかを、事業報告の欄を読ん

で確かめていただきたい。 

令和５年度で第２次中期計画は終了し、令和６年度は第３次中期計画の１年目にあたる

ゆえ、各校の各項目の中期計画の目標、取り組みも新たなものに変わった。特に「大学・大

学院の部」は９つの項目に目標、取り組みが記載されるようになり、これまでの中期計画と

の連続性が若干ではあるが、わかりづらくなったことは否めない。中学校高等学校、初等学

校、幼稚園等の第３次中期計画の書きぶりは第 2 次中期計画と基本的には同じであるゆえ、

その連続性の把握は比較的容易だと言える5。令和７年度の事業計画は当然のことではある

が、令和６年度の事業報告を下敷きにして考えられている6。未達であった事業と複数年に

わたって計画されている事業、それに学園ビジョンの実現を目指して新たに開始される事

業が加わり、令和 7 年度の事業計画（すでに昨年度中に公表済み）が作られていることを、

今年度の事業計画と昨年度の事業報告の内容を比較しながら点検していただきたい。 

事業報告は基本的には各部署による自己点検の結果をまとめたものである。勿論、自分に

甘いなぞという精神の持ち主はおらず、極めて自己を客観的に見ての評価が記されている

のは間違いのないところである。それでも疑義が抱かれる可能性はゼロではないかもしれ

ず、そこで疑義の払拭を目的として、事業計画点検委員会なる組織が各校には設置されてお

り、事業報告の内容は委員会のチェックを受けることになっている。その仕組みによって、

評価の客観性を保証していることをご理解いただき、「令和 6 年度事業報告」を今の成城学

園を知る資料としてご利用いただければ幸いである。  

 

成城学園学園長 戸 部 順 一 
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3.事業の概要 

 

1 これは令和６年度事業計画が第３次中期計画の書きぶりに則って、大学・大学院と中学

校高等学校・初等学校・幼稚園・法人事務局・教育研究所に大きく分けられた体裁になっ

ていたためである。 

2 1．内部質保証 ２．教育研究組織 ３．教育課程・学習成果（教育・学習） ４．学生

の受け入れ ５．教員・教員組織 ６．学生支援 ７．教育研究等環境 ８．社会連携・

社会貢献 ９．大学運営の９項目。 

3 第二部においては、第２次中期計画の項目を残す方向にあったため、（Ⅰ）教育活動 

（Ⅱ）研究活動 （Ⅲ）社会連携活動 （Ⅳ）教育環境整備の４項目に分けて、それぞれ

の目標―取り組み―事業計画―事業報告が記載されている（ただし、教育研究所は（Ⅰ）

を欠き、法人事務局においては（Ⅰ）（Ⅱ）がなく、（Ⅴ）として、（Ⅴ）その他重点項目

が加えられている）。 

4 中期計画の目標、取り組み、事業計画の相互関係については、すでに承知されていると

思われるが、要は理事会の提案したビジョンを各校なりに咀嚼し、中期計画の目標を決め

たら、その目標を達成するための取り組みを決め、決められた取り組みの年度ごとの具体

策にあたる事業計画を最後に策定することになる。その事業計画がどこまで達成されたの

かを報告するのが「〇〇年度事業報告」ということになる。 

5 第３次中期計画のビジョンは新しいものになったが、中学校高等学校、初等学校、幼稚

園等では、第１次、第２次中期計画の根基である「国際教育、理数系教育、情操・教養教

育の充実を図る」の枠の中で新しいビジョンの達成を追求するところがあり、よって第２

次中期計画との連続性は濃いものとなっている。 

6 事業報告の公表は 5 月であるが、チェックリストによる各事業計画の達成度の基礎デー

タは令和 6 年度の 1 月にはまとめられており、それを参照しながら翌年度の事業計画が策

定されている。 
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〔６〕監査報告書
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〔８〕決算のまとめ

１） 資金収支計算書

※ 資金収支計算書は、当年度における学園の資金の動向を表します。

令和６年度資金収支決算総額は 210億1,300万円となり、予算を15億4,100万円上回りました。

予算対比での主な要因は、以下のとおりです。

① 収入の部 ：

学生生徒等納付金収入は大学新入生の増等により 8,900 万円の収入増、寄付金収入は大学 8 号

館空調改修工事に伴う受配者指定寄付の受領や、遺贈の受け入れ等により 1億 2,900万円の収入

増、補助金収入は東京都による都内在住高校生に対する授業料軽減助成金の所得制限撤廃によ

り 2億 1,800万円の収入増となった。

➁ 支出の部 ：

人件費支出は、自己都合退職者の増により退職金支出が支出増となったものの、産前産後休業・育

児休業等による休職者が増加したことにより職員人件費が支出減となり、人件費支出の総額では

2,700 万円の支出減、教育研究経費支出は業務内容の見直しや経費節減を実施したことにより

7,400 万円の支出減、施設関係支出は工事内容の精査等により大規模工事の費用が削減できたこ

とや、支出科目に変更が生じたことにより 1億 1,100万円の支出減となった。

資金運用支出は、前年度見送った償還済み有価証券の再投資を当年度に実施したこと等により 9

億 500万円の支出増となった。

③ 支払資金の増減額 ：

支払資金は、前年度末より 6,700 万円減少し、翌年度繰越支払資金は 89 億 3,100 万円となった。

２） 事業活動収支計算書

※ 事業活動収支計算書は、当年度における学園の収支均衡状態を測定し、経営状態を表します。

① 教育活動収支差額 ： 4億4,000万円の収入超過となり、予算を5億700万円上回った。

大学新入生数の増等による学生生徒等納付金の収入増や、遺贈の受け入れ等による寄付金の収

入増、東京都による都内在住高校生に対する授業料軽減助成金の所得制限撤廃による補助金の

収入増により事業活動収入が予算を上回ったことによる。

➁ 教育活動外収支差額 ：

受取利息・配当金が予算を上回ったことにより、 8,400 万円の収入超過となり、予算を 2,000 万円上

回った。
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